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同上

１　有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第4条第1項又は第2項の規定により基準が定められた家
庭用品の製造、輸入又は販売の事業を行なう者がその基準に適合しない家庭用品を販売し、又は授与したこ
とにより人の健康に係る被害が生ずるおそれがあると認める場合において、当該被害の発生を防止するため
特に必要があると認めるときは、その者に対し、当該家庭用品の回収を図ることその他当該被害の発生を防
止するために必要な措置をとるべきことを命ずる。
２　家庭用品によるものと認められる人の健康に係る重大な被害が生じた場合において、当該被害の態様等
からみて当該家庭用品に当該被害と関連を有すると認められる人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物
質が含まれている疑いがあるときは、当該被害の拡大を防止するため必要な限度において、当該家庭用品の
製造又は輸入の事業を行なう者に対し、当該家庭用品の回収を図ることその他当該被害の拡大を防止するた
めに必要な応急の措置をとるべきことを命ずる。

有害物質を含有する家庭用品の回収・改善命令等

　有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律において、基準が定められた家庭用品の製造、輸入又は
販売の事業を行なう者がその基準に適合しない家庭用品を販売等により人の健康に係る被害が生ずるおそれ
がある場合において、当該被害の発生を防止するため、その者に対し、当該家庭用品の回収を図ることなど
を命ずることがあります。
　また、家庭用品によるものと認められる人の健康に係る重大な被害が生じた場合において、当該被害の態
様等からみて、人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質が含まれている疑いがあるときは、当該被害
の拡大を防止するため、当該家庭用品の製造又は輸入の事業を行なう者に対し、当該家庭用品の回収など措
置をとるべきことを命ずることがあります。

有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律　第6条
  (昭和48年10月12日法律 第112号)


